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　近年は日本各地で大雨や台風、地震などの自然災害が多発しています。自然災害は、

私たち人間の力では食い止めることはできませんが、災害による被害は、日ごろの備

えによって減らすことができます。

　「自らの命は自らが守る」意識が大切です。村で配布した「防災ガイドマップ」で、

防災に関する情報や避難場所、非常用持出品リストの確認を行い、持出品の中には、

マスク・消毒液・体温計も加えておきましょう。「防災ガイドマップ」

が見当たらない方は、役場総務課までご連絡ください。

　【お問い合わせ】      島牧村役場総務課　       ℡　０１３６ ‐ ７５ ‐ ６２１１

災害は忘れたころにやってくる！

　令和３年７月１日より、NET １１９緊急通報システムの運用が開始されました。

NET １１９緊急通報システムとは、スマートフォン等からインターネットを利用して

１１９番通報ができるサービスです。

　聴覚や言語機能の障がいによって音声での会話が困難な方が、いつでも全国どこか

らでも通報場所を管轄する消防本部へ、音声によらない通報をすることができます。

　登録についての詳細は、岩内・寿都地方消防組合のホームページをご覧いただくか、

消防島牧支署警防係までご連絡ください。　

　【お問い合わせ】      消防島牧支署警防係　       ℡　０１３６ ‐ ７５ ‐ ６１１９

岩内・寿都地方消防組合　  URL：http://iwanai-suttu-area119.jp

↔

NET １１９緊急通報システムの運用を開始しました
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　児童手当・特別児童扶養手当の受給者の方で、令和３年度の村民税均等割が非課税

または免除されている方には、お子さん一人につき５万円の生活支援特別給付金が支

給されます。申請は不要で該当する方には案内を送付しており、後ほど給付金が児童

手当と同様の口座に振り込まれます。

　また、平成１５年４月２日から平成１８年４月１日までの間に出生した児童を養育

している方で、村民税均等割が非課税または免除の方、児童手当・特別児童扶養手当

を受けている方で、令和３年に入ってから家計が急変し村民税均等割が非課税となる

水準以下の収入となる方も生活支援特別給付金の支給対象となっておりますが、この

場合は申請が必要となりますので、島牧村役場福祉課福祉係へ申請書を請求してくだ

さい。後日申請書を送付いたします。

　ひとり親世帯に対する生活支援特別給付金を受けている方は、本給付金の対象にな

りません。詳しくは島牧村役場福祉課福祉係までお問い合わせください

　【お問い合わせ】      島牧村役場福祉課福祉係　       ℡　０１３６ ‐ ７５ ‐ ６００１

島牧村低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金について

〇島牧村低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
　（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）

　５月７日から実施している島牧村のワクチン接種について、６月２８日現在の状況
をお知らせします。

　【お問い合わせ】      島牧村役場福祉課　       ℡　０１３６ ‐ ７５ ‐ ６００１

新型コロナワクチンの接種状況について

１回目 ２回目

①医療従事者等・先行接種者 ５１人 ４２人

②６５歳以上の方 ５０２人 ２６９人

③１２歳～６４歳の方 ２０７人 ０人

小　計 ７６０人 ３１１人

５月末・村人口 １，３９０人

接種率 ５４．７％ ２２．３％
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島牧ウインドファーム
トピックス　　vol.1

　島牧村字植原にある風力発
電所、島牧ウインドファーム。
2000 年６月より運転開始し、
20 年以上運転してきました。
令和３年に事業期間が終了とな
り、事業運営会社である㈱ジェ
イウインドは現存する風車６基
を解体し新たに１基を新設する
リプレース工事をスタートさせ
ました。

▲大型のクレーンによる解体工事

２０年以上の運転、事業期間終了し風車建て替え
１基で６基分の出力　国内最大級の風車設置へ

令和３年５月より始まった島牧ウインドファーム

更新工事を紹介。１年間を通し隔月掲載いたします。

約 ２ 倍 の 大 き さ の 風 車 を
新 し く 設 置
　島牧村で運転していた風車
は、１基で 750kw の出力、６
基で 4，500kw の出力を有して
おり、６基の風車の年間計画発
電量は、約 9，000，000kWh

で、一般家庭の年間消費電力量
約 3,500kWh で換算すると、約
2,500 世帯分の電力を発電して
いました。
　新設する風車は１基のみで、
１基のみと聞くと規模が小さく
なったように思いますが、１基
で 4,300kw の出力を有する国
内最大級の風車が設置されま
す。風車の大きさは、ブレード

（羽）上端から地面までで 145
ｍと、現在たっている風車の約
２倍の大きさとなります。
　運転開始は令和４年を予定し
ており、解体工事が終わった後
に新築工事へと進んでいきま
す。

寄附に感謝申し上げ、主旨にそって有効に活用させて
いただきます。誠にありがとうございました。

　　一般財団法人  北海道信用金庫ひまわり財団

　　北海道信用金庫ひまわり財団　指定寄附6/1

　６月１日、一般財団法人 北海道信用金庫ひまわり財団より、地域の社会福祉
に役立ててほしいと指定寄附がありました。

　　理事長　吉本　淳一　様　　

金　５００，０００円
（島牧村地域福祉基金として）
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　6 月 1 日と 11 日、小学校と中学校で「人権の花運動」が実施されました。　
　「人権の花運動」は、子どもたちを対象にした啓発運動です。その内容は、子ど
もたちが協力しながら配付された花の種子、球根などを育てることを通して、協力、
感謝することの大切さを学ぶとともに、情操を豊かにし、優しい思いやりの心を体
得させ、人権思想を育むことを目的としています。
　島牧村では、人権擁護委員の平田敏さんと小川英俊さんが村内の小学校、中学校
で人権の花の贈呈を行いました。「新型コロナウイルス感染症が世界中で拡大する
中で人権侵害を受けている人がいる。正しい知識をもって、偏見や差別をしない優
しい思いやりの心でさまざまな人権問題について考えてほしい。」と児童に呼びか
けていました。

【 小 学 校 】 【 中 学 校 】

ご 長 寿 万 歳 ！

　この度、鈴木 弘子さん（字栄浜　昭和８年６月
２５日生）と、本庄 田鶴子さん（字泊　昭和８年
６月２８日生）が米寿（88 歳）を迎えられました。
おめでとうございます。
　お祝いとして長寿者慶祝金が村から贈られまし
た。これからも健康に留意され、趣味を楽しみな
がら元気にお過ごし下さい。

※鈴木 弘子さんの写真は、本人の希望により掲載しておりません

咲 か せ よ う ！ 人 権 の 花6/1、11

6/25、28

▲本庄  田鶴子さん
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後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の お 知 ら せ
～ 保 険 証 （ 被 保 険 者 証 ） の 一 斉 更 新 に つ い て ～

■保険証が新しくなります（水色→黄緑色）

○新しい保険証の有効期限は、令和４年７月３１日までです。
○紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、島牧村役場
　住民課保険係までお申し出ください。

新しい保険証は黄緑色です

■減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）限度証（限度額適用認定証）も
　新しくなります（黄色→橙色）

　現在ご使用の水色の保険証の有効期限が令和３年７月３１日をもっ
て満了となるため、８月以降は使用できなくなります。
　７月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、
水色の保険証をご使用ください。

　現在ご使用の黄色の減額認定証及び限度証の有効期限が令和３年７月３１日をもって満了
となるため、８月以降は使用できなくなります。有効期限は保険証と同じく１年間です。
　引き続き交付対象に該当する方は７月中に減額認定証及び限度証を交付しますので、８月
１日からは橙色の減額認定証をご使用ください。
　新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の
上、島牧村役場住民課保険係へ申請してください。

新しい減額認定証は橙色です

【お問い合わせ】
北海道後期高齢者医療広域連合
〒０６０－００６２
札幌市中央区南２条西１４丁目国保会館 6 階
℡　０１１ ‐ ２９０ ‐ ５６０１

お住まいの市区町村
島牧村役場　住民課保険係
℡　０１３６ ‐ ７５ ‐ ６２１３

・減額認定証の交付対象・・・次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

区 分 Ⅱ ○世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

区 分 Ⅰ
世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに
該当する方
○世帯全員の所得が０円の方
※公的年金収入のみの場合、その受給額が 80 万円以下の方
※給与所得がある場合、その金額から 10 万円を控除
○老齢福祉年金を受給されている方

・限度証の交付対象・・・次の３区分のうち、現役並みⅠまたは
   　　　　　　　　　　　現役並みⅡに該当する方

新しい限度証は橙色です

現役並みⅢ 住民税課税所得が 690 万円以上の被保険者と、その方と同
一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅡ 現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得額が 380 万円以上
の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅠ 現役並みⅢ・Ⅱに該当しない３割負担の方と、その方と同一
世帯にいる被保険者の方
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熱中症から身を守ろう

　熱中症は、高温多湿（気温 28℃以上、湿度 70％以上）の環境で、水分不
足や塩分のバランスが崩れ、体温調節ができなくなり、体内に熱がこもって
しまう状態です。特に子どもや高齢者は、注意が必要です。

・体が小さく、地面から近いため、地面の照り返しの影響を受けやすい
・体温調節機能が発達しておらず、汗をかく機能が未熟なため、急激に熱中症に
   なりやすい　

・遊びに熱中し暑さに気づくのが遅くなりがち

・もともと体の水分量が少ない
・汗をかく機能や体温を下げる機能が低下傾向
・暑さや喉の渇きを感じにくい

・天気予報で気温などを確認し、無理せず過ごす
・喉が渇いていなくても、こまめに水分補給をする
・スポーツドリンク、味噌汁などで塩分補給をする
・窓を開けたり、扇風機やエアコンを上手に活用する
・外出時は、体をしめつけない涼しい服装にし、帽子や日傘を活用する

軽　度　…　めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、足がつる
中　度　…　頭痛、吐き気、体のだるさ、集中力・判断力の低下
重　度　…　意識がもうろうとする、けいれん、普段通りに歩けない

・涼しい場所に移動し安静にする
・太い血管がある首筋、脇の下、太ももの付け根を保冷剤や濡らしたタオル、冷た
   いペットボトルなどで冷やし、うちわなどであおぐ

・可能であればスポーツドリンクなどで水分補給する
・症状が改善しない、水分補給ができない、重度の症状がある場合は医療機関を受
   診する

◇子どもの特徴

◇高齢者の特徴

◇熱中症の予防法

◇熱中症が疑われる症状

◇熱中症の対処法
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水
か
も
？
」
と
思
っ
た
ら

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
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年金の窓口 国民年金の加入方法について

　国民年金は、誰もが加入する公的年金制度です。基本的に日本に住む２０歳以上
６０歳未満のすべての方は、国民年金に加入する義務があります。
　加入者は、職業などによって次の３つのグループに分かれており、それぞれ加入
手続きが異なります。

《第１号被保険者》
　２０歳以上６０歳未満の農業者、自営業者、学生、フリーター、無職の方です。
　加入手続きは、ご自身で住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口で行い
　ます。

《第２号被保険者》
　会社員や公務員などの厚生年金保険に加入されている方です。
　加入手続きは、勤務先が行います。

《第３号被保険者》
　第２号被保険者に扶養されていて、年収 130 万円未満の 20 歳以上 60 歳未満の配
　偶者の方です。加入手続きは、第２号被保険者の勤務先を経由して行います。
　会社を退職した時は、第２号被保険者から第１号被保険者への変更の手続きが必
　要となりますので、お早めにお手続きをお願いします。

【お問い合わせ】
　小樽年金事務所　　　　℡　０１３４ ‐ ６５ ‐ ５００２
　島牧村役場住民課　　　℡　０１３６ ‐ ７５ ‐ ６２１３

【お問い合せ】  
　倶知安地域事務所（倶知安町南 3 条東 1 丁目）　℡　０１３６ ‐ ２３ ‐ ３５４０
　自衛官募集相談員　後藤　諭　　　　　　　       ℡　０１３６ ‐ ７６ ‐ ７５０４

自
衛
官
募
集
案
内

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

自衛官候補生
（第 2 回）

男子

採用予定月の 1 日

現在、18 歳以上

33 歳未満の者

7 月 1 日～
8 月 20 日

8 月 27 日～ 29 日

女子 8 月 27 日、28 日

自衛官候補生
（第 3 回）

男子
7 月 1 日～
9 月 10 日

9 月 24 日～ 30 日

女子 9 月 24 日～ 30 日
※ 28 日を除く

一般曹候補生
（第 2 回）

7 月 1 日～
9 月 6 日

１次：9 月 16 日～ 18 日
2 次：1 次試験合格通知で

お知らせします

令
和
３
年
度
介
護
保
険
料
の
普
通
徴
収
納
付
期
限
は
、【

第
１
期
】
令
和
3
年
7
月
26
日
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。



　　

　　

6
月

 ６月１日～６月３０日

      5 日   小学校運動会
      7 日   中学校体育大会
　　　    全員協議会
    22 日   第２回村議会定例会

　保育所　春の遠足

交通安全はみんなの願い

死亡交通事故

０の日
令和3年

6月30日現在 6164 日達成

ふるさとスケッチ

　
　
　
　

●
発
行
／
島
牧
村　

●
編
集
／
企
画
課
企
画
情
報
係　
　
　

（
℡
０
１
３
６-

７
５-

６
２
１
２ 

内
線
22
）　
　
　
　

　

〒
０
４
８-

０
６
２
１ 

北
海
道
島
牧
郡
島
牧
村
字
泊
83-

１　

        

●
印
刷
／
株
式
会
社 

総
北
海　

　　　　

広
報
し
ま
ま
き    

2 

月
号

　　　　

広
報
し
ま
ま
き　

７　
月
号

暑すぎず遠足日和♪みんな元気に歩いていました！（6/25）　

（6 月 1 日～ 6 月 30 日掲載申出分・敬称略）

■たんじょう����������������
　　R3. 5.19  阿部　蓮

れ ん か

香……………………豊浜
　　（阿部 啓二・芹香さんのお子さん）

■おくやみ……………………………………………
　　R3. 6.13  柴山　ミネ子 (99 歳） …………泊
　　R3. 6.26  堂坂　良幸 (73 歳） …………栄浜

■人口及び世帯数（令和3年6月30日現在）…………
　　　　1,384 人  （前月比　▲ 6 人）
 　  男：　687 人  （前月比  ▲ 2 人）
 　  女：　697 人  （前月比　▲ 4人）
 　  　　　792 戸  （前月比  ▲ 4 戸）

運

転

免

許

更新時講習
寿都町総合体育
館

一般・違反講習
　8月17日（火）  9月14日（火） 
　一　般　者　13：00～14：00
　違　反　者　14：45～16：45

優良・初回講習
　8月20日（金）  9月17日（金）
　優　良　者　13：00～13：30
　初回更新者　14：15～16：15

高齢者講習
（70歳以上・事
前予約制）

　八雲自動車学校　
　0137－63－2111　
　※ご予約はお早めに

令和２年１２月１日施行の改正漁業法により

密漁の罰則が強化されました

・アワビ・ナマコが特定水産動物に指定され、許可なく
　採捕した者、密漁品と知って譲り受けや運搬などをし
　た者への罰則が新設されました。

・無許可操業や漁業権侵害の罰則が引き上げされました。

違反した場合、　　　　　　　　　 又は

　　　　　　　　　　　　　　 が科されます。

北海道密漁防止対策協議会・島牧村・島牧漁協

わが家の
お姫様

　久慈　朝
あ さ ひ

日 ちゃん

（令和２年4月13日  生） 字栄磯／久慈　智彦・
加奈子さんのお子さん

我が家のお姫様は、オレンジ色の朝日が

とても綺麗な瞬間に生まれました♡
4 月に 1 歳になり、お姉ちゃんと一緒に毎日楽し

く保育所に通っています！

お父さんとお兄ちゃんがお家に帰ってくると、ニ

コニコしてよちよち歩きでお迎えに行きます。

ご飯をもりもり食べて、たくさんお話もして、音

楽を流すと、身体を上下に振ってノリノリで踊っ

ています♪

３人目にして初めて、お父さんと一緒に寝てくれ

ます（笑）

家族みんなで溺愛中♡
これからも３兄妹仲良く元気に成長してね！

し ま ま き

　　

3 年以下の懲役、

3，000 万円以下の罰金

密漁は絶対にやめましょう！


